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第１章 経営強化プランの策定について 

 

 １ 策定の趣旨 

  東近江市立能登川病院（以下「能登川病院」という。）は、滋賀県東近江医療圏（東近

江市、近江八幡市、日野町及び竜王町）に位置し、公的病院の役割として救急医療や小

児医療を担うほか、消化器内科を始め高齢者疾患としてニーズの高い眼科や整形外科領

域の医療を中心にその役割を担っています。人口減少や少子高齢化の進行に伴う医療需

要の変化、医療の高度化などを背景とした厳しい経営環境の変化に直面する中、公立病

院として持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、地域全体で限られた医療資

源を効率的に活用するとともに、更なる経営強化を図る必要があります。 

  総務省では、令和４年３月に公立病院経営強化ガイドラインを策定し、地域の医療需

要に応じて各医療機関が担うべき役割・機能を見直し、明確化・最適化を図ったうえで、

病院間の連携を強化していくことが重要であると示されました。 

  このことを踏まえて、経営強化ガイドラインに基づき、将来にわたり持続可能な地域

医療提供体制を確保するため、東近江市立能登川病院経営強化プラン（以下「経営強化

プラン」という。）を策定し、更なる経営強化に取り組みます。 

 

 ２ 計画期間及び策定後の点検・評価・公表・改定 

  経営強化プランの計画期間は、令和６年度から令和９年度までの４年間とします。 

  経営強化プラン策定後の点検・評価については、指定管理者との定例会議及び例月監

査報告において運営状況を把握するとともに、点検・評価を行い、その進捗状況等を市

ホームページ等で公表します。 

なお、経営強化プランの計画期間は長期に及ぶため、点検・評価の結果及び医療を取

り巻く状況の変化に基づき、必要に応じてプランの改定を行います。 

 

３ 能登川病院の概要                

施設概要                      （令和５年４月１日現在） 

病院名 東近江市立能登川病院 

開設者 東近江市長 

所在地 滋賀県東近江市猪子町 191 番地 

設立年月 昭和19年12月 

建築年月 平成７年３月 

指定管理者 医療法人社団昴会（平成 27 年４月から 20 年間） 
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病床数 一般病床 102床（急性期） 

診療科目 

内科、消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、泌尿器科、外科、整形

外科、小児科、眼科、皮膚科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション

科、脳神経内科、脳神経外科、形成外科、放射線科、眼形成眼窩外科、

麻酔科、心臓血管外科（19診療科） 

主な機能等 
二次救急輪番病院、日本肝臓学会関連施設 

滋賀県肝疾患専門医療機関、日本消化器内視鏡学会指導施設 

 

第２章 能登川病院を取り巻く環境 

 

 １ 外部環境分析 

  (1) 将来的な人口の推移 

   本市の位置する東近江医療圏は、東近江市、近江八幡市、日野町及び竜王町で構成

されています。東近江医療圏の人口は、令和２（2020）年時点で約23万人となってお

り、今後緩やかに減少していく見込みとなっています。年齢別に見ると、65歳までの

年少人口及び生産年齢人口が減少するとともに、医療の対象者層が多い75歳以上の後

期高齢者人口は、2025年以降徐々に増加する見込みとなっており、医療ニーズは増す

ものと考えられます。また、本市の人口についても、図２のように東近江医療圏の人

口と同様の見込みとなっています。 

 

   図１ 東近江医療圏の将来推計人口（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：図１ 国立社会保障・人口問題研究所 
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   図２ 東近江市の将来推計人口（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         出典：図２ 東近江市人口ビジョン（令和２（2020）年３月改） 

              2020年は令和２年度国勢調査人口に置き換えている 

 

  (2) 高齢化率及び75歳以上の割合 

   本市の高齢化率及び75歳以上の割合については、図３及び図４のように東近江医療

圏域内の各市町によって推移の状況は多少異なるものの、全体的に高齢化がより一層

進むものと考えられます。 

 

   図３ 東近江医療圏の市町別の高齢化率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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図４ 東近江医療圏の市町別の75歳以上の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

 

  (3) 将来的な患者数の見込み 

   能登川病院における将来的な患者数の見込みは、人口減少に伴い、図５及び図６の

ように入院・外来ともに患者数は緩やかに減少し、2030年までは75歳以上の患者数の

増加が見込まれます。また、75歳以上の患者の増加により眼科や整形外科に係る入院

や日帰りでの手術対象患者数の増加が見込まれます。 

 

    図５ 入院患者推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       出典：図４ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 
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    図６ 外来患者推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：図５ 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

                    厚生労働省 受療率（令和２年度） 

 

  (4) 患者の受療動向 

   能登川病院に受診する患者は、入院・外来ともに約７割が東近江市内からを占めて

おり、そのうち、能登川地区及び五個荘地区からの受診が約８割を占めています。能

登川病院は、国道や猪子山等を隔てて東近江市の北西部に位置していることから、市

内他地域からの患者数は少なくなっています。また、ＪＲ沿線でもあり、県内外から

公共交通機関を利用して受診される方や隣接する近江八幡市、彦根市及び愛荘町等か

ら自家用車による受診があります。 

   図７ 能登川病院の入院患者の受療動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              出典：本市受療動向調査 

1,761 1,690 1,591 1,496 1,411 1,347 1,285 

7,456 7,051 6,783 6,508 6,199 5,747 5,364 

1,618 
1,696 

1,471 
1,350 

1,367 
1,496 

1,522 

1,508 1,680 
1,985 

2,140 2,138 
2,101 

2,080 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2015

(平成27年)

2020

(令和2年)

2025

(令和7年)

2030

(令和12年)

2035

(令和17年)

2040

(令和22年)

2045

(令和27年)

人
/日

14歳未満 15～64歳 65～74歳 75歳以上

12,343 12,117

10,251
10,691

11,115
11,49411,830

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

単
位
：
人

令和２年度 令和３年度 令和４年度



6 

 

図８ 能登川病院の外来患者の受療動向                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             出典 本市受療動向調査 

 

２ 内部環境分析 

  (1) 経営状況 

   能登川病院の経営状況は、平成 27 年度の指定管理者制度導入以降、指定管理者が運

営する他の関連病院との連携により、医師数が増加するとともに、診療科目を充実し

ています。特に、眼科アイセンターを始め、整形外科の人工関節センター及び脊椎セ

ンターの設置により外来患者及び手術件数等が増加したことで、経営状況は良好に推

移しています。 

近年の経営状況に影響が生じた外的要因としては、令和元年度からの新型コロナウ

イルス感染症の拡大による患者数の減少が最大の要因となっており、このほかには、

施設改修工事等を実施したことによる手術室や病室等の使用制限によって生じた減少

が要因として挙げられます。 

 

出典：総務省経営比較分析表（各年度決算）及び本市例月報告 
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  (2) 患者数の状況 

   能登川病院の患者数の状況は、指定管理者制度導入以降、市の政策的医療に位置付

けている救急医療や小児医療に係る積極的な患者受入のほか、眼科アイセンター（令

和元（2019）年４月設置）、人工関節センター（令和３（2021）年４月設置）及び脊椎

センター（令和４年（2022）年11月設置）の設置によって手術件数が大幅に増加した

ことで患者数が増加しています。 

   診療科別に見ると、眼科及び整形外科は患者数が増加していますが、内科の入院に

関しては減少傾向となっています。これは人口減少をはじめ市内開業医の開設等によ

り減少したことや、令和２年度以降については、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けて患者数が減少したものと考えます。 

 

  図９ 入院及び外来患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東近江市病院事業会計決算書 

図 10 診療科別入院患者数 
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  図 11 診療科別外来患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：東近江市病院事業会計決算書 

 

第３章 役割・機能の最適化と連携の強化 

  

１ 滋賀県地域医療構想（東近江市医療圏域）の概要 

  滋賀県地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）の目的は、地域の医療需要（患

者数）の将来推計から医療機能の必要見込量について検討し、地域に応じた医療機能の

分化と連携を推進することで、地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムを構築す

ることとされています。 

  本市を含む東近江医療圏域の令和４年度病床機能報告の対象医療機関は、17 機関（10

病院、６診療所）、対象病床数は、2,165 床（病院 2,084 床、診療所 81床）です。 

この圏域の特徴として、全体の総病床数に占める急性期及び慢性期の病床が多いこと

が挙げられます。患者動向については、慢性期を除き東近江医療圏域外への流出も一部

みられますが、全ての病床機能において、他の地域と比較して圏域内での完結率が比較

的高い状況にあります。 
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図 12 医療圏域における病院の状況（許可病床数） 

病院名 病床数 
高 度 

急性期 
急性期 回復期 慢性期 

神崎中央病院 400 0 0 112 288 

東近江敬愛病院 154 0 60 0 94 

近江温泉病院 176 0 0 56 120 

青葉病院 98 0 0 0 98 

湖東記念病院 129 84 45 0 0 

日野記念病院 150 35 75 0 40 

近江八幡市立総合医療センター 407 42 365 0 0 

ヴォーリズ記念病院 168 0 50 76 42 

能登川病院 102 0 102 0 0 

東近江総合医療センター 304 6 243 55 0 

東近江医療圏域計 2,088 167 940 299 682 

出典：令和４年度病床機能報告（精神病床のみの病院、結核病床及び感染症病床は除外） 

 

図 13 地域医療構想必要病床数（令和７年） 

 病床数 高 度 

急性期 

急性期 回復期 慢性期 

地域医療構想必要病床数（令和７年） 1,832 174 485 551 622 

必要病床数に対する過不足数 256 △7 455 △252 60 

出典 令和４年度病床機能報告（精神病床のみの病院、結核病床及び感染症病床は除外） 

 

図 14 医療機能別の区域完結率と流出状況 

 大
津 

湖
南 

甲
賀 

東
近
江 

湖
東 

そ
の
他 

計 

高度急性期 10.8% 9.1% ― 68.2% ― 11.9% 100% 

急性期 7.5% 8.7% 3.9% 73.0% 2.9% 3.9% 100% 

回復期 4.6% 8.0% 6.3% 75.2% 3.1% 2.8% 100% 

慢性期 ― 5.9% ― 80.8% 4.1% 9.3% 100% 

出典 滋賀県地域医療構想 
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２ 地域医療構想等を踏まえた能登川病院の果たすべき役割・機能 

  能登川病院の役割は、公立病院として東近江西部地域において救急医療及び小児医療

を提供するとともに、今後更に進行する高齢化により、眼科や整形外科に係る高齢者疾

患ニーズの高まりへ対応することが求められます。 

  令和７年には、団塊の世代が全て後期高齢者となり、東近江市の65歳以上人口は28.7％

になると予想されており、能登川病院の医療圏の中心である能登川地区及び五個荘地区

についても同様の推移が見込まれています。 

こうしたことから、平成28年３月に策定された滋賀県地域医療構想において、東近江

医療圏では、「広域的な高度急性期機能の維持・確保を図るとともに、疾患に応じた急性

期機能の体制整備、回復期機能の充実強化。慢性期機能については、在宅医療・介護サ

ービスと連携・調整をしながら一層の充実を図ります。」と記載されていること、さらに

急性期医療においては、質の担保と急性期病院の集約化等の検討を行うとされています。 

一方、能登川病院が所在する東近江西部地域には、急性期を担う医療機関が少なく、

二次救急を担う湖東記念病院まで直線距離で約11キロメートル、国立病院機構東近江総

合医療センターまでは約11キロメートル、三次救急医療を担う近江八幡市立総合医療セ

ンターまでは約10.4キロメートルと比較的離れた位置にあることに併せ、地域の主要幹

線道路である国道８号線により地域が分断されていることから、能登川病院が担うべき

二次救急医療の役割は欠かせないものとなっています。 

また、能登川地区については、ＪＲ沿線であることもあり、都市計画により順次整備

している主要道路沿線に整備される新興住宅地や駅前マンション等に転入される子育て

世代が増加しており、小児科への医療需要も高まっています。 

このようなことから、能登川病院では一般診療のほか、東近江西部地域の二次医療機

関として、急性期医療を中心に質の高い医療を提供するとともに、小児医療については、

外来を中心にその役割を担います。 

なお、小児医療に関して高度な入院治療が必要な患者については、近江八幡総合医療

センター等圏域内の各医療機関と連携を図りつつ、住民の健康と福祉の増進を担います。 
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 図 15 圏域内で発生した救急搬送件数の状況 

医療機関名 
令和２年 令和３年 令和４年 

件数 搬送率 件数 搬送率 件数 搬送率 

近江八幡市立総合医療センター 4,759 50.6 4,868 49.4 5,702 50.6 

東近江総合医療センター 1,531 16.3 1,436 14.6 1,683 14.9 

湖東記念病院 979 10.4 1,084 11.0 941 8.3 

日野記念病院 647 6.9 757 7.7 703 6.2 

能登川病院 399 4.2 464 4.7 509 4.5 

彦根市立病院 230 2.4 259 2.6 304 2.7 

公立甲賀病院 120 1.3 177 1.8 289 2.6 

済生会滋賀県病院 97 1.0 141 1.4 220 2.0 

東近江敬愛病院 120 1.3 139 1.4 206 1.8 

豊郷病院 170 1.8 155 1.6 182 1.6 

滋賀県立総合病院 74 0.8 88 0.9 164 1.5 

滋賀医科大学附属病院 74 0.8 56 0.6 111 1.0 

ヴォーリズ記念病院 81 0.9 88 0.9 92 0.8 

野洲病院 － － 21 0.2 36 0.3 

その他の医療機関 112 1.2 115 1.2 137 1.2 

合 計 9,411 100 9,848 100 11,279 100 

出典 東近江行政組合消防本部火災・救急・救助統計 

 

３ 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割・機能 

  地域医療構想では、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活が過ごせるよう、医療、

介護、予防及び住まいを一体的に提供する地域包括システムの構築が求められています。 

このようなことから、地域連携室を通じて、他医療機関等との各種調整や入退院支援

等、医療と在宅との連携を強化しており、今後も第９期東近江市高齢者保健福祉計画・

介護保険事業計画等との整合性を確保しつつ、積極的に在宅医療の推進に努めます。  

また、東近江医療圏域を医療連携推進区域として、令和４年４月に設立した「地域医療

連携推進法人東近江メディカルケアネットワーク」による共同研修の開催や医療機器の

共同利用、業務委託等の共同交渉など、医療機関相互の業務連携を図ることで、地域医

療構想の達成と地域包括ケアシステムの構築を推進します。 
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４ 機能分化・連携強化の取組 

  持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、限られた医師・看護師等の医療資

源を地域全体で最大限活用することが必要です。そのためには、地域の中で公立病院が

担うべき役割や機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化す

る「機能分化・連携強化」を進める必要があります。 

  東近江医療圏域に所在する病院は 11機関であり、うち、急性期機能を担う医療機関は

能登川病院を含めて７機関となっています。本市も参画する地域医療連携推進法人東近

江メディカルケアネットワークにおける参加法人間の連携をはじめ、連携法人へのさら

なる加入促進を図るなど、引き続き、医療機関相互の業務連携の推進や機能分化の促進

等、地域医療構想の達成に向けた取組を進めていきます。 

 

５ 医療機能や医療の質、連携の強化等に係る数値目標 

  能登川病院が果たすべき役割に沿った質の高い医療機能を十分に発揮するため、次の

とおり医療機能や医療の質、連携の強化等に係る指標と数値目標を設定し、目標達成の

ための取組を進めていきます。また、既に実施している患者満足度調査や在宅復帰率等

の結果について院内で周知・改善等を図り、医療の質の向上に繋げていきます。 

 

【医療機能に係る目標値】 

 ４年度 
（実績） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

常勤医師数（人） 22 22 22 23 23 23 

手術件数（人） 3,730 3,740 3,740 3,750 3,750 3,750 

救急車搬送患者数（人） 561 562 562 563 563 563 

患者紹介率（％） 36.9 37.0 37.1 37.2 37.3 37.4 

患者逆紹介率（％） 17.8 17.8 17.9 17.9 18.0 18.0 

                         出典：指定管理業務報告書 

 

６ 一般会計負担の考え方 

  地方公営企業法では、公立病院は地方公営企業として運営される以上、独立採算を原

則とすべきであるが、その性質上、当該病院の経営に伴う収入をもって充てることが適

当でない経費や当該病院の性質上、能率的な経営を行ってもなおその経営に伴う収入の

みをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費については、一般会計に

おいて負担するものとされています。 

そのため、自治体病院の経営に要する経費については、一般会計との負担区分を前提
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とした独立採算性が原則となっていることから、効率的な経営に努めることが強く求め

られています。 

  能登川病院は、平成 27年度から医療法人社団昴会を指定管理者とし、指定管理者制度

の利用料金制を導入し、料金収入をはじめとした収益により病院運営を行っています。 

  なお、施設整備に係る地方債の元利償還金等については、総務省の繰出基準を基本に

一般会計からの繰り出しを行っていますが、指定管理者制度への移行後は病院事業によ

る医業収益が発生しないため、病院事業会計において収入不足となる費用についても繰

出基準以外の経費として一般会計から繰り出します。 

 

７ 住民理解のための取組 

  指定管理者である医療法人社団昴会が実施している市民公開講座や広報紙、ホームペ

ージなどの機会を通じ、地域住民に対して能登川病院が提供する医療の内容等について

積極的に情報発信していきます。また、これまでから地域住民で組織するまちづくり協

議会による定期的な病院周辺の環境整備等の取組が継続して行われており、今後も公立

病院として地域医療の提供や充実等を通して、住民により信頼される身近な医療機関と

なるよう取組を進めます。 

 

第４章 医師・看護師等の確保と働き方改革 

  

１ 医師・看護師等の確保の取組 

  病院を運営していくためには、医師を始めとする医療スタッフの確保が必須となりま

す。令和６年度から始まる医師の働き方改革の影響により、医師不足が今後より深刻化

することが予想されます。医師、看護師等の医療従事者の確保については、引き続き指

定管理者と連携しあらゆる手段を講じて、医療スタッフの確保に向けた取組を進めます。 

   (1) 医師の確保 

   指定管理者による関連大学医局との継続した関係性の構築や指定管理者が運営する

他の関連病院との連携により、現在の医師数は概ね充足しています。 

しかし、救急医療体制については常勤医だけではその維持が困難であることから、

非常勤医師の派遣による体制維持を図っています。 

今後も医師確保に向けた取組を継続的に行うとともに、医師事務作業補助者の採用

拡充により医師の負担軽減を図るなど、医師の働き方改革のへの対応を行いながら、

継続した医師確保を進めます。 
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  (2) 看護師の確保 

   看護師の確保については、看護実習の受入れや新人看護職員への研修体制の充実等

を進めていますが、現状では類似病院の平均看護師数と比較するとやや不足している

状況です。 

   引き続き、看護職員の養成を行う教育機関への広報活動や看護実習の積極的な受入

れを行います。また、本市も参画する地域医療連携推進法人東近江メディカルケアネ

ットワークの参加法人において、令和６年４月開設を目指して看護科・看護専攻科の

設置が進められており、地域における看護職員の安定的な確保に向け法人内で連携を

進めることで、医療の高度化、社会情勢の変化に伴い、この地域に必要とされる看護

を継続して提供できる人材の育成に努めます。 

 

 (3) 理学療法士及び作業療法士等の確保 

  理学療法士及び作業療法士の確保については、これまでの人材確保に係る広報活動等

の取組を進めます。また、看護師の確保と同様に地域医療連携推進法人東近江メディカ

ルケアネットワークの参加法人が市内において理学療法士及び作業療法士等を育成して

おり、地域における安定的な確保に向け法人内で連携を進めることでその確保を図りま

す。 

 

２ 臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保の取組 

  能登川病院においては、現状の医師の配置状況から研修医の受け入れが困難であり、

臨床研修医の受入れ等を通じた若手医師の確保の取組は実施できていません。 

  本市が国立病院機構東近江総合医療センターと共同で設置している東近江市メディカ

ルサポートセンター（国立病院機構と東近江市で共同設置、東近江市が所有する部分を

東近江総合医療センターに指定管理）では、滋賀医科大学の地域医療学講座が設置され、

多くの臨床研修医の受入が行われていることから、東近江総合医療センターからの研修

医等の派遣受け入れについて検討していく必要があります。 

 

３ 医師の働き方改革への対応 

  令和６年度から労働基準法の規定により、医師に対する時間外・休日労働の上限規制

が始まります。医療機関は、医師の適切な労務管理の実施やタスクシフト・シェアをは

じめとした医師の働き方改革の取組内容について組織的に進めていく必要があります。

能登川病院では、労働衛生委員会等において、医師をはじめ医療従事者の勤務環境改善

や負担軽減に取り組むことで、働き方改革を進めていきます。 
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  (1) 適切な労務管理の推進 

   出退勤管理システムにより労働時間を把握するとともに、医師在院時間の客観的把

握に努め、労働と自己研鑽の考え方を整理します。また、時間外労働時間の縮減を周

知して意識醸成を行い、適切な労務管理を推進します。 

  (2) 36協定等の自己点検 

   36 協定に定める時間外労働時間数について自己点検を行い、業務の必要性を踏まえ、

長時間労働にならないよう、必要に応じて見直しを行います。 

 

  (3) タスクシフト・シェアの推進 

   看護師の特定行為研修受講を積極的に推進します。また、看護師及びコメディカル

の確保・育成の観点から、各部門における研修の受講を進めることでタスクシフト・

シェアに対する理解を深めるとともに、院内での取組を推進します。 

   更には、医師が行う事務的な業務について、研修等によりメディカルクラークの資

質向上を図ることでタスクシフト・シェアを推進します。 

 

  (4) 地域の医師会や診療所等との連携 

   地域住民に対して「かかりつけ医」についての周知を図るとともに、地域の病院・

診療所と連携して、それぞれの機能に応じた役割分担を行います。 

 

第５章 経営形態の見直し 

  

１ 経営形態の現状と今後の方向性 

  能登川病院は、一般会計からの繰出しにより経営で生じた赤字を補填してきましたが、

平成27年４月１日から利用料金制による指定管理者制度を導入し、公設民営の医療機関

として経営形態を見直したことで経営状況は大きく改善しています。 

公設公営による運営時と比較して経営状況、患者サービス共に大幅に改善しており、

利用者からも民間運営によるサービス向上について高い評価を頂いています。 

今回、公立病院経営強化プランの策定に当たり、今後の経営形態の新たな見直しが必

要かどうかについて検討を行いましたが、現在の運営状況によって継続して良質な医療

が提供されると判断されることから、引き続き指定管理者制度による運営を継続するこ

ととし、新たな経営形態の見直しは行わないこととします。 

なお、今後の医療を取り巻く環境の変化や公立病院経営強化プランで掲げた経営目標

の達成状況などにより、指定管理者とともに本計画を遂行し、更なる健全経営を目指し

ます。 
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【指定管理業務の実績】 

 29年度 30年度 元年度 ２年度 ３年度 ４年度 

入院患者数（人） 26,350 24,433 24,714 20,527 23,625 25,017 

外来患者数（人） 53,359 51,802 56,153 53,849 62,414 72,274 

常勤医師数（人） 14 13 19 19 21 22 

手術件数（件） 1,167 1,148 2,921 3,072 2,524 3,730 

病床利用率（％） 70.8 65.6 66.2 55.1 63.5 67.2 

救急車搬送患者数（人） 498 463 474 430 451 561 

       出典：指定管理業務報告（手術件数欄は手術室における手術実施件数を記載） 

 

第６章 新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組 

  

１ 新興感染症の感染拡大等に備えた平時からの取組 

  新興感染症の感染拡大等に備えた平時からの取組については、令和２年からの新型コ

ロナウイルス感染症の拡大時においても、滋賀県が設置する地域外来検査センターの設

置協力、小児科も対応可能な発熱外来の設置及び新型コロナウイルスワクチン接種の実

施推進等、可能な範囲で対応しました。併せて、滋賀県からの要請に基づき、感染対策

上可能な範囲での新型コロナウイルス感染症の対応に係る専用病床の確保を行っていま

す。 

能登川病院は、感染症指定医療機関ではなく、平時は感染症専用病床等を保有してい

ませんが、滋賀県との医療措置協定を尊重し、流行初期における発熱外来の対応や流行

初期以降におけるＢ類４床の病床確保を行います。また、小児を始めとした特に配慮を

要する患者の受入れについても可能な限り対応します。併せて、新興感染症の拡大等の

際においては、東近江医療圏域内や県内の第二種感染症指定医療機関及び東近江保健所

等と連携して、後方支援及び人材派遣並びに入院先の確保を図ります。 

  今後の未知の新興感染症の蔓延に備え、感染防護具等の備蓄は２箇月分を確保し、平

時より院内感染対策委員会による院内ラウンド等の感染防止対策の徹底など、限られた

医療資源を最大限に活用して対応していきます。また、院内クラスター発生時について

は、指定管理者が運営する他の関連病院との連携を行い、救急対応等に影響がないよう

必要な対策を講じます。 
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第７章 施設・設備の最適化 

  

１ 施設・設備の適正管理と整備費の抑制の取組 

  能登川病院は、平成７年３月に移転新築し28年が経過しています。施設及び機械設備

に係る大規模改修については、平成28年度に策定した大規模改良工事計画に基づき、平

成29年度に屋上防水及び外壁改良工事、平成30年度に空調設備改良工事、昇降機（エレ

ベーター）改良工事及び令和４年度に給水設備等改良工事を実施しました。 

  また、能登川病院に隣接する旧能登川保健センターの施設（平成11年度新築）につい

て、令和３年度に病院拡張工事を実施し、外来手術室の設置や眼科外来診察室等の整備

を行いました。 

  経営強化プランの計画年次における大規模改修・修繕等の計画はありませんが、定期

的に実施する公共建築物定期点検（12条点検）報告及び指定管理基本協定書に基づく指

定管理者との協議により、必要に応じて長期的な改修計画を策定し、計画に基づき予防

保全・長寿命化に取り組むとともに、資金の確保や費用負担の平準化を図ります。 

  

２ デジタル化への対応 

  デジタル化への対応については、既に電子カルテやマイナンバーカードの健康保険証

利用（オンライン資格確認）を導入し、能登川病院のシステム運用管理規程に基づき運

用しています。今後も院内掲示や窓口での声掛け等、マイナンバーカードの保険証利用

促進に向けた取組を実施します。医療の質の向上、医療情報の連携及び業務効率化は患

者サービスの向上に繋がるため、今後も指定管理者との協議により医療ＤＸの推進に取

り組みます。また、デジタル化の推進に当たっては情報セキュリティー対策の徹底が重

要であることから、指定管理者において職員への情報セキュリティー教育を実施します。 

  

第８章 経営の効率化等 

  

１ 経営指標に係る数値目標 

  経営強化プランを着実に実施していくため、次の目標数値を設定し、地域医療の充実

に取り組んでいきます。また、病院運営については、指定管理者である医療法人社団昴

会が実施しており、目標の達成については東近江市と指定管理者が協力して実施してい

く必要があります。特に、救急医療及び小児医療は当該地域にとって必要とされる医療

であり、政策的な医療として更なる充実を図ります。 
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【経営に係る目標値（指定管理者）】 

  

２ 目標達成に向けた具体的な取組 

  経営の効率化に向けて、様々な数値目標や取組について、能登川病院の各部署や各委

員会等を中心に検討を進め、指定管理者と連携して実行していきます。 

  (1) 医療機能の向上に向けた取組 

   ア 常勤医師の確保については、各大学医局への派遣依頼を引き続き積極的に推進

し、指定管理者が運営する他の関連病院との連携強化を図ります。 

   イ 救急医の確保により、救急搬送される二次救急患者の受入体制を確保します。 

   ウ 地域連携室を中心に、地域の診療所や回復期病院との連携強化を進めます。 

   エ 地域医療連携推進法人東近江メディカルケアネットワークの取組を通じ、圏域

内の各医療機関との連携をより深めるとともに、地域医療構想の推進に寄与しま

す。 

   オ 診療報酬改定や社会情勢を踏まえ、適宜各種加算等の取得に向けた対策を講じ

ます。 

   カ 高齢化社会の進行に対応するため、高齢者疾患分野として、特に眼科や整形外

科の診療を引き続き積極的に実施します。 

   キ 東近江市保健センターや東近江市発達支援センター等と連携し、小児における

疾病の早期発見や専門的な医療の提供に努めます。 

   ク 患者の視点に立った接遇サービスの向上に努めるとともに、専門医や認定看護

師の育成など、人材のキャリアアップのための研修を積極的に実施します。 

 ４年度 
（実績） 

５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

経常収支比率（％） 106.1 110.6 105.5 105.5 105.5 105.5 

医業収支比率（％） 99.3 106.1 101.9 101.9 101.9 101.9 

病床利用率（％） 67.2 70.0 70.0 71.0 71.0 71.0 

1 日当り入院患者数（人） 68.5 70.0 71.0 71.0 72.0 72.0 

1 日当り外来患者数（人） 252.7 253.0 254.0 254.0 255.0 255.0 

入院診療単価（円） 61,291 62,000 62,000 62,500 62,500 62,500 

外来診療単価（円） 15,190 16,000 16,000 16,500 16,500 16,500 

平均在院日数（日） 12.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 

常勤医師数（人） 22 22 22 23 23 23 

職員給与費比率（％） 50.2 47.0 51.2 51.2 51.2 51.2 

材料費比率（％） 28.2 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 
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(2) 病床再編 

ア 地域医療連携推進法人東近江メディカルケアネットワークの参加法人間での病

床融通により、能登川病院の急性期病床を６床分削減して96床とします。 

なお、削減による影響については、これまでの病床利用率の推移及び今後の東

近江医療圏域内における入院患者数の推計の状況等を踏まえ、特に影響はないも

のと考えます。 

 

病床再編に係る医療機能別許可病床数 

区分 病床数 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

病床再編前 102 0 102 0 0 

病床再編後 96 0 96 0 0 

削減病床数 △６ 0 △６ 0 0 

 

 (3) 経費節減に向けた取組 

ア 医療の質や患者サービスを十分に配慮した中で、業務の効率化、業務量の適正

化による経費の削減に取り組みます。 

イ 医薬品や医薬材料等の購入について、指定管理者が運営する他の関連病院と合 

わせたスケールメリットを活かし、効率的な購入を進めます。 

ウ 後発医薬品の採用を促進します。 

 

３ プラン期間中の各年度収支計画 

  令和４年度の決算数値を元に、現行の経営努力を継続した場合の令和５年度から令和

９年度までの収支見通しは以下のとおりです。 
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(1) 指定管理者収支計画                        （百万円） 

 
４年度 

(実績) 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

経 

 

常 

 

収 

 

支 

収

入 

１ 医業収益 2,708 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 

料金収入 2,708 3,000 3,300 3,300 3,300 3,300 

うち入院収益 1,574 1,791 1,970 1,970 1,970 1,970 

うち外来収益 1,048 1,153 1,268 1,268 1,268 1,268 

その他 86 56 62 62 62 62 

２ 医業外収益 196 139 130 130 130 130 

経常収益(A) 2,904 3,139 3,430 3,430 3,430 3,430 

支

出 

１ 医業費用 2,728 2,827 3,240 3,240 3,240 3,240 

職員給与費 1,359 1,409 1,691 1,691 1,691 1,691 

減価償却費 109 100 100 100 100 100 

その他 1,260 1,318 1,449 1,449 1,449 1,449 

２ 医業外費用 7 10 10 10 10 10 

経常費用(B) 2,735 2,837 3,250 3,250 3,250 3,250 

経常損益 

(A)-(B)=(C) 
169 302 180 180 180 180 

特 

別 

収 

支 

１ 特別利益(D) 0 0 0 0 0 0 

２ 特別損失(E) 3 3 3 3 3 3 

特別損益 

(D)-(E)=(F) 
△3 △3 △3 △3 △3 △3 

純損益(C)+(F) 166 299 177 177 177 177 

    出典：令和４年度決算状況調査 20 表損益計算書及び指定管理者による収支推計値 
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(2) 病院事業会計収支計画及び繰入金の見通し 

 ア 収支計画                              （百万円） 

 
４年度

(実績) 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

収

益

的

収

支 

経

常

収

支 

収

入 

１ 医業外収益 141 148 140 136 135 135 

 他会計負担金 13 9 4 1 1 1 

 他会計補助金 107 118 115 114 113 113 

 補助金 0 0 0 0 0 0 

 その他 21 21 21 21 21 21 

経常収益(A) 141 148 140 136 135 135 

支

出 

１ 医業費用 102 120 120 120 120 120 

 経費 3 9 9 9 9 9 

 減価償却費 92 104 104 104 104 104 

 資産減耗費 7 7 7 7 7 7 

２ 医業外費用 30 28 20 16 15 15 

経常費用(B) 132 148 140 136 135 135 

経常損益(A)-(B)=(C) 9 0 0 0 0 0 

特

別

収

支 

１ 特別利益 0 0 0 0 0 0 

２ 特別損失 0 0 0 0 0 0 

特別損益(D)-(E)=(F) 0 0 0 0 0 0 

純損益(C)+(F) 9 0 0 0 0 0 

資

本

的

収

支 

収

入 

１ 企業債 183 0 0 0 0 0 

２ 一般会計出資金 140 139 129 48 48 48 

３ 補助金 0 0 0 0 0 0 

４ 一般会計負担金 0 0 0 0 0 0 

収入計(G) 323 139 129 48 48 48 

支

出 

１ 建設改良費 193 0 0 0 0 0 

２ 企業債償還金 226 230 213 97 97 97 

３ 支出計(H) 419 230 213 97 97 97 

差引金額(G)-(H) △96 △91 △84 △49 △49 △49 

出典：東近江市病院事業会計決算書 
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 イ 一般会計からの繰入金の見通し                   （百万円） 

 ４年度 

（実績） 
５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 

収益的収支 120 127 122 119 119 119 

資本的収支 140 139 129 48 48 48 

合   計 260 266 251 167 167 167 

出典：東近江市病院事業会計決算書 

 


